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香
港
め
ぐ
る
中

英
交
渉
の
難
航

香
港
をめ
ぐ
る
中
英
会
絞の
第

二
ラ
ウン
ド

第
四
国
会
妓（
北

京）
が
終
わっ
た
九
月一一
三
日 、

香
港ドル
の
相
場
いは
売り一
色と

なっ
て
ま
た
も
や
急
落
し
た 。
中

英
交
渉の
慾
航
が
伝え
ら
れ 、
香

港の
将
来
に
大
き
な
不
安が
走っ

た
か
ら
で
あ
る 。
た
し
か
に 、
去

る
七
月
中
旬の
第二
ラ
ウン
ド

第

一
回
会
談
後のコ
ミュ
ニ
ケ
に
は

「
有
益
かつ
建
設
的」
と
あっ
た

の
に 、
七
月
下
旬の
第二
回
会
談

で
は
「
有
益」
だ
け
に
な
り 、
八

月
初
旬の
第三
回
会
談
以
降は 、

い
ず
れ
の
表
現
も
なく
なっ
て
し

まっ
た 。
と
の
点
か
ら
も 、
会
制限

段
階
般に
采
り
あ
げつ
つ
あ
る
と

と
が
縫
察
され
よ
う 。

去
る
九
月二
O
日
付
『
人
民
日

報』
も 、
「
中
国が
香
港
地
区
を

取
り
戻
すの
は
完
全に
国
際
法に

か
な
う」
と
題
す
る
今
南
署
名
論

文
を
載せ 、
イ
ギ
Hス
は
香
港の

主
憶
を
統
治
滋
に
か
え
よ
うと
し

てい
る
と
激
し
く

非
難
し
た 。

わ
が
国で
は 、
『
朝
日
新
聞』

が
去
る
七
月一
六
日
に
「
菜 、
香

港
を一
括
返
還へ
ii

九
七
年
期

限
既に
中
国へ
伝
達」
とい
う

香

港
特
派
員
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル

な
報
道
を
鍛せ
た 。
次い
で
八
月

二ハ
自
に
は『
毎
日
新
聞』
が
「
香

港 、
九
七
年に
完
全
回
復」
と
胡
飽

邦
総
笹
況
が
山
内
大
介・
毎
日
新

聞
社
長
との
会
見で
発
言
し
た
旨

を
大々
的に
報
じ
た 。
その
ため

に 、
す
で
に
香
港の
主
橿
問
題は

イ
ギ
リス
の
議
歩に
よっ
て
決
泊

し
た
か
の
よ
う
な
雰
囲
気
が
滋
成

さ
れ
たの
だ
が 、
ど
う
もミ
ス・
リ

l
デ
ィン
グ
で
あっ
たよ
うだ 。

とい
う
よ
り
は 、
中
英
交
渉
を
有

利に
運
ぶ
た
め
に 、
北
京
が
わ
が

国のマ
ス
コ
ミ
を
利
用し
た
とい

っ
て
よい
か
も
し
礼
ない 。

ま
だ
ま
だ
前
哨
戦

『
朝
日
新
聞』
佼
さら
に
サ
ッ

チセ
i

首
相
が
弱
小
平
宛の
品川町
簡

を
送っ
て
主
権
問
題で
中
国の
立

場
に
同
調し
た
旨
を
報
じ
てい
た

が
〈
七
月二
O
日
付） 、
ζ
の
点

も
事
実に
反
す
る
よ
うで
あ
る 。

実
際に
は 、
昨
年
九
月 、
フ
ォ
ー

クラ
ン
ド

紛
争
勝
利の
余
努
を
か

つ
て
現
役
英
首
相
と
し
て
初め
て

訪
中
し
たサフ
チ守
1

首
相
が 、

香
港に
関
す
る
三
条
約は
あ
く
ま

で
も
有
効
だ
と
主
張
し
た 。
と
れ

に
中
国
側が
著
し
く

硬
化 、
「
も

し
も
イ
ギ
リス
が一
九
八
四
年
末

ま
で
に
香
港の
主
泊
問
題で
合
意

し
なけ
れ
ば 、
中
国
政
府は
独
自

の
決
定
を
行
な
う」
と
部
小
平
自

身
が
応じ
て 、
一
種
「
物
別
れ」

に
なっ
た
淡
隊
で
あ
る 。
そ
乙

で 、
と
の
五
月 、
サ7
テャ
l

首

相
は 、
香
港の
主
権
に
関
す
る
中

国
側の
主
張
は
理
解
す
る
程
度の

内
容の
笹
簡
を
趨
紫
陽
蓄
積
に
送

り 、
よ
う
や
く
第二
ラ
ウン
ド

の

中
英
交
渉に
漕ぎつ
け
た
とい
う

の
が
真
相
だ
とい・え
よ
う 。

だ
と
す
れ
ば 、
中
英
交
渉
は
ま

だ
ま
だ
前
哨
戦の
段
階に
あ
る
わ

け
で 、
フ
ォ
ー
クラ
ン
ド

問
題で

さ
え
あ
れ
ほ
ど
強
硬
だっ
た
イ
ギ

リス
側が 、
そ
う
簡
単に
香
港の

主
織
問
題で
折れ
る
と
は
と
う
て

い
恩・λ
ない 。

サッ
チャ
1

首
相
自
身 、
弁
護

士
出
身で
法
律に
強い 。
南
京
条

約（
香
港
島の
割
譲） 、
北
京
条

約（
九
電
市
街
地の
劉
怒） 、
香
港

界
社
鉱
張
条
約（
新
界の
九
九
年

間
租
借）
とい
う三
条
約は
い
ず

れ
も
イ
ギ
リ
ス
の
枢
密
院
の
決
議

を
経
て
イ
ギ
リ
ス
圏
内で
の
法
的

根
拠
を
有し 、
国
開阿
波
上
も
有
効

だ
と
解
釈で
きるの
だ
か
ら 、
い

か
に
不
平
等
条
約で
あ
る
と
はい

え 、
ζ
の
よ
う
な
法
的
綴
犯
を
期

すζ
とに
は 、
サy
チャ
l

首
相

と
し
て
も 、
そ
う
簡
単に
は
応じ

ら
れ
ない
の
で
は
な
か
ろ
う
か 。
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